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昭和四⼗四年建設省令第四⼗九号
都市計画法施⾏規則

都市計画法（昭和四⼗三年法律第百号）及び都市計画法施⾏令（昭和四⼗四年政
令第百五⼗⼋号）の規定に基づき、並びに同法を実施するため、都市計画法施⾏規
則（昭和四⼗四年建設省令第四⼗⼆号）の全部を改正する省令を次のように定め
る。

⽬次
第⼀章 総則（第⼀条―第六条の四）
第⼆章 都市計画
第⼀節 都市計画の内容（第七条―第九条）
第⼆節 都市計画の決定等（第⼗条―第⼗四条）
第三章 都市計画制限等
第⼀節 開発⾏為等の規制（第⼗五条―第三⼗⼋条の⼆）
第⼀節の⼆ ⽥園住居地域内における建築等の規制（第三⼗⼋条の⼆の⼆・第
三⼗⼋条の⼆の三）
第⼀節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制（第三
⼗⼋条の⼆の四―第三⼗⼋条の五）
第⼆節 都市計画施設等の区域内における建築の規制（第三⼗九条―第四⼗三
条の六）
第三節 地区計画の区域内における建築等の規制（第四⼗三条の七―第四⼗三
条の⼗⼀）
第四節 遊休⼟地転換利⽤促進地区内における⼟地利⽤に関する措置等（第四
⼗三条の⼗⼆・第四⼗三条の⼗三）
第四章 都市計画事業（第四⼗四条―第五⼗七条）
第五章 都市施設等整備協定（第五⼗七条の⼆―第五⼗七条の五）
第六章 都市計画協⼒団体（第五⼗七条の六・第五⼗七条の七）
第七章 雑則（第五⼗⼋条―第六⼗条）
附則

第⼀章 総則

（都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項）
第⼀条 都市計画法（以下「法」という。）第五条第⼀項（同条第六項において準
⽤する場合を含む。）の国⼟交通省令で定める事項は、法第⼗⼀条第⼀項各号に
掲げる施設の配置及び利⽤とする。

（都市計画区域の指定の協議の申出）
第⼆条 法第五条第三項（同条第六項において準⽤する場合を含む。）の協議の申
出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して⾏うものとする。
⼀ 都市計画区域の名称
⼆ 都市計画区域に含まれる⼟地の区域
三 指定、変更⼜は廃⽌の理由
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第五⼗九条の⼆ 法第⼋⼗⼀条第三項の国⼟交通省令で定める⽅法は、国⼟交通⼤
⾂の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事⼜は市町村⻑の命令
に係るものにあつては当該都道府県⼜は市町村の公報への掲載とする。

（権限の委任）
第五⼗九条の三 法及び令に規定する国⼟交通⼤⾂の権限のうち、次に掲げるもの
以外のものは、地⽅整備局⻑及び北海道開発局⻑に委任する。
⼀ 法第五条第四項（同条第六項において準⽤する場合を含む。）の規定により
関係都府県の意⾒を聴き、及び都市計画区域を指定すること。
⼆ 法第⼆⼗⼆条第⼀項に規定する⼆以上の都府県の区域にわたる都市計画区域
に係る国⼟交通⼤⾂の定める都市計画に関する法第⼗七条第⼀項及び第⼆項、
第⼗⼋条第⼀項及び第⼆項、第⼗九条第三項及び第五項並びに第⼆⼗条第⼀項
（法第⼆⼗⼀条第⼆項においてこれらの規定を準⽤する場合を含む。）、第⼆
⼗⼀条第⼀項、第⼆⼗三条第⼀項から第三項まで、第五項及び第六項、第⼆⼗
五条第⼀項、第⼆⼗六条第三項、第⼆⼗⼋条第⼀項、第⼋⼗七条の規定による
権限
三 国家戦略特別区域法（平成⼆⼗五年法律第百七号）第⼆条第⼀項に規定する
国家戦略特別区域内において定められる都市再⽣特別地区に関する都市計画に
関する法第⼗⼋条第三項及び法第⼋⼗七条の⼆第四項の規定により読み替えて
適⽤される法第⼗九条第三項（法第⼆⼗⼀条第⼆項においてこれらの規定を準
⽤する場合を含む。）の規定による権限
四 国の機関が施⾏する都市計画事業に関する法第五⼗九条第三項及び第六項
（法第六⼗三条第⼆項において準⽤する場合を含む。）、第六⼗条第⼀項（法
第六⼗三条第⼆項において準⽤する場合を含む。）、第六⼗条の⼆第⼆項、第
六⼗⼆条第⼀項（法第六⼗三条第⼆項において準⽤する場合を含む。）、第六
⼗三条第⼀項、第七⼗⼆条第三項、第⼋⼗⼀条第⼀項から第三項まで並びに第
⼋⼗⼆条第⼀項並びに令第四⼗⼆条第⼆項の規定による権限
五 法第七⼗六条の規定により社会資本整備審議会に諮問すること。

２ 前項の規定により地⽅整備局⻑及び北海道開発局⻑に委任する国⼟交通⼤⾂の
権限のうち、次に掲げるものについては、国⼟交通⼤⾂が⾃ら⾏うことを妨げな
い。
⼀ 法第六条第五項の規定により必要な報告を求めること。
⼆ 法第⼆⼗四条第⼀項及び第⼆項、同条第三項において準⽤する第⼆⼗三条第
⼀項、第⼆項及び第五項並びに第⼆⼗四条第四項の規定による権限
三 法第⼋⼗条第⼀項の規定による報告若しくは資料の提出を求め、⼜は必要な
勧告若しくは助⾔をし、及び同条第⼆項の規定による技術的援助をすること。

（指定都市の定める都市計画の協議の申出）
第五⼗九条の四 法第⼋⼗七条の⼆第四項の規定により読み替えて適⽤される法第
⼗九条第三項（法第⼆⼗⼀条第⼆項において準⽤する場合を含む。）の協議の申
出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して⾏うものとする。

２ 第⼗⼀条第⼆項の規定は、前項の協議の申出について準⽤する。

（開発⾏為⼜は建築に関する証明書等の交付）
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第六⼗条 建築基準法第六条第⼀項（同法第⼋⼗⼋条第⼀項⼜は第⼆項において準
⽤する場合を含む。）⼜は第六条の⼆第⼀項（同法第⼋⼗⼋条第⼀項⼜は第⼆項
において準⽤する場合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けようとする
者は、その計画が法第⼆⼗九条第⼀項若しくは第⼆項、第三⼗五条の⼆第⼀項、
第四⼗⼀条第⼆項、第四⼗⼆条、第四⼗三条第⼀項⼜は第五⼗三条第⼀項の規定
に適合していることを証する書⾯の交付を都道府県知事（指定都市等における場
合にあつては当該指定都市等の⻑とし、指定都市等以外の市における場合（法第
五⼗三条第⼀項の規定に適合していることを証する書⾯の交付を求める場合に限
る。）にあつては当該市の⻑とし、法第⼆⼗九条第⼀項若しくは第⼆項、第三⼗
五条の⼆第⼀項、第四⼗⼀条第⼆項、第四⼗⼆条⼜は第四⼗三条第⼀項の事務が
地⽅⾃治法（昭和⼆⼗⼆年法律第六⼗七号）第⼆百五⼗⼆条の⼗七の⼆第⼀項の
規定により市町村が処理することとされている場合⼜は法第⼋⼗六条の規定によ
り港務局の⻑に委任されている場合にあつては当該市町村の⻑⼜は港務局の⻑と
する。）に求めることができる。

２ 畜舎等の建築等及び利⽤の特例に関する法律（令和三年法律第三⼗四号）第三
条第⼀項の認定（同法第四条第⼀項の変更の認定を含む。）を受けようとする者
は、その計画が法第五⼗三条第⼀項の規定に適合していることを証する書⾯の交
付を都道府県知事（指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の⻑と
し、指定都市等以外の市における場合にあつては当該市の⻑とする。）に求める
ことができる。

附 則 抄

（施⾏期⽇）
１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

（図⾯の縮尺の特例）
２ 当分の間、第九条第⼀項中「⼆万五千分の⼀」とあるのは「三万分の⼀」と、
第九条第⼆項、第⼗六条第四項の表、第⼗七条第三項（第⼆⼗⼋条の三において
準⽤する場合を含む。）並びに第四⼗七条第⼀号ロ及び第⼆号中「⼆千五百分の
⼀」とあるのは「三千分の⼀」と、第⼗六条第四項の表中「五百分の⼀」とある
のは「六百分の⼀」とする。

（市街地改造事業に関する都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類の特例）
３ 市街地改造事業については、事業地を⼯区に分けるときは、第四⼗七条第⼀号
ロに規定する図⾯に⼯区の区域を図⽰するものとする。

４ 市街地改造事業については、第四⼗七条第⼆号ロの規定にかかわらず、設計の
概要を表⽰する図書は、設計説明書及び設計概要図とする。

５ 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⼀ 事業地内の公共の⽤に供する施設の現況
⼆ 事業地内の建築物の⽤途別の箇数及び延べ⾯積
三 事業地内の建築物の建築⾯積の合計の敷地⾯積の合計に対する割合及び延べ
⾯積の合計の敷地⾯積の合計に対する割合
四 公共施設の設計の概要
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